
１．雇用の流動化 

 ○ 労働移動率は大きく振れつつも上昇傾向。企業規模別には中小の労働移動率は

やや低下する一方、大手の労働移動率が上昇。＜資料Ｉ－１＞ 

 ○ 背景として、90 年代以降、低成長化・事業環境の不透明化が進む中で、企業は

非正規労働者の比率を高めて対応。また、「終身雇用」が基本とされた社員でも

転職が活発化。 

 ○ 女性が男性と対等に活躍するためには、長時間労働など「日本型正社員」の働

き方を変える必要。また、経済活性化のためには、円滑な労働移動を可能にする

環境整備によって、成長分野吸収型の労働移動を活発化する状況を生み出す必要。 

２．働き方の多様化 

 ○ 過去 20 年、非正規比率が上昇し、特に女性の常用非正規が増加。背景には、

女性の就業期間が長期化する傾向がある中で、企業による強い雇用保障の回避が

ある。近年の非正規比率の上昇は、女性や高齢者の就業者の増加が主因。今後、

女性・高齢者の活用が重要になる中、正規・非正規格差の是正が重要。 

 ○ 人手不足の持続が予想される中、「多様な正社員」の活用は一段と進む見通し。

雇用保障はやや劣るが処遇均等が保障される「欧米タイプの正社員」を普及させ、

労使双方にとって働き方・働かせ方の選択肢を増やす必要。 

 ○ 「自営」には、①伝統的自営、②士業等、③雇用的自営がある。自営の数が減

少する中、企業への使用従属性が高い「雇用的自営」は堅調に推移しており、自

営はかつてと性格を異にしつつある。その背景には、企業サイドは人件費の変動

費化、社会保険料負担の回避、個人サイドはキャリア自立意識の高まり、制約の

少ない働き方などが挙げられる。＜資料Ｉ－２、３＞ 

３．雇用システムの方向性 

 ○ 労働需要サイドからみれば、産業構造のソフト・サービス化により、雇用流動

化・多様化の必要性はますます高まり、労働供給サイドからみれば、女性・高齢

者の活躍が不可欠に。新たな働き手の生活保障を確保し、経済活性化につなげる

には、一企業を超えた雇用保障や、スキル形成が可能になるタイプの働き方（特

定職業を軸にキャリア形成ができる「職務型スキル労働者」）を創出する必要。 

４．税制・社会保障制度への含意 

 ○ 今後の税制・社会保障制度は、①退職金税制や個人年金の税制支援など、労働

移動に中立な制度、②「自営」の変化等を踏まえた就業形態中立的な制度、③就

業促進的・起業促進的な制度などにしていくことが求められる。 

山田久・（株）日本総合研究所調査部長 
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１．就業形態の多様化 

 ○ 1990 年代以降、サービス経済化や経済成長の鈍化などを背景に、非正規雇用が

拡大。増加した非正規雇用者は、常用雇用が中心で、メンバーシップ型であった

ために、正社員化や均等待遇が課題となっている。また、ジョブ型の正社員とい

う形態を新たに作り出すことが検討されている。 

 ○ 今後は、以下の３つを背景要因として就業形態の変化が進むものと考えられる。 

   ① 労働人口の減少による労働力不足 

     労働力不足に伴い、主婦や高齢者の労働力化を求める圧力が高まる。長時

間労働の是正が求められるとともに、勤務場所や時間に制約がある人のため

の働き方が開発される。 

   ② 経営のグローバル化 

     日本企業による外国人の採用が活発化。日本人のグローバル人材としての

育成が進む必要。日本国内から海外居住労働者への仕事の発注が増加。 

   ③ ＩＣＴ技術の進化 

     AI、IoT などの技術進化によって、これまでの職務内容が変化、もしくは

不要になるものが出てくる。リモートワークが進み、面接や育成のリモート

化が進むとともに、仕事の打ち合わせ・発注も対面では行われなくなる。 

２．フリーランサーの増加 

 ○ 上記の結果、現在、日本に約 127 万人いると推計されるフリーランサー（＝個

人事業主で店舗を持たない労働者）が、今後増加していく可能性が高い。 

   （日本のフリーランサーの現状） 

平均年収は約 330 万円。生計を立てる上で十分な収入を得ている人は

25％程度。逼迫型が 40％、副業で片手間にやっている人が 35％。 

取引先の数としては、１社が 35％、２～５社が 47％。 

３．フリーランサー増加により生まれる課題 

 ○ ポジティブな面としては、主婦や高齢者への就業機会の提供、雇用される志向

がない人への新たな選択肢の提供、副業による所得確保機会の提供、企業への柔

軟で即戦力となる戦力を確保する機会の提供などが挙げられる。 

 ○ ネガティブな面としては、取引先企業に対する交渉力がないため低収入労働者

を増加させたり、オンディマンド労働という不安定な労働市場を広げたりする可

能性がある。また、企業が社会保険料や税金の負担から逃れるために、本来雇用

すべき人材を業務委託契約に変えるおそれがある。 

大久保幸夫・（株）リクルートホールディングス リクルートワークス研究所所長 
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